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令和6年度 租税教育活動
　法人会は次代を担う子どもたちに、税の重要性を正しく理解し、関心が持てるよう様々な租税教育活動
を行っています。その一つとして毎年市内全小学 6年生を対象に「税に関する絵はがきコンクール」を実施
していますが、今年度は6校から63点の作品が寄せられ、厳選なる選考の結果9点の作品が受賞されました。
受賞児童に対しては賞状と副賞を、応募者全員には参加賞を贈るとともに、受賞作品を2月7日㈮から3月6
日㈭の間、サンリブ竹田の多目的スペースに展示しました。

　絵はがきコンクールの他にも、青年部会が7月12日㈮豊岡小学校の6年生を対象に租税教室を実施しました。
租税教育用 DVD を使って税金の大切さ等を説明したほか、1 億円のレプリカ体験を実施しました。また、同
じく青年部会が7月20日㈯ 七夕子ども夜市の会場で「税の〇×クイズ大会」を実施しました。正解を発表する
度に正解した子ども達から「ヤッター！」と歓声が上がり大いに盛り上がりました。

7月12日㈮豊岡小租税教室 7月20日㈯税の〇×クイズ大会

都野小学校
渕　逢人さん

県女連協　奨励賞

豊岡小学校
林　紅芭さん

竹田法人会　優秀賞

城原小学校
麻生　旺助さん

竹田法人会　優秀賞

祖峰小学校
佐藤　陽希さん

竹田法人会　奨励賞

荻小学校
中村　笑雪さん

県女連協　優秀賞

荻小学校
三宮　大和さん

竹田税務署長賞

竹田小学校
阿南　桜太さん

県女連協　奨励賞

竹田小学校
藤川　彩音さん

県女連協　奨励賞

竹田小学校
北條　里桜菜さん

県女連協　奨励賞

（注）県女連協…（一社）大分県法人会連合会女性部会連絡協議会

選考会

税に関する作品展

表彰式
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法人会に関する詳しい情報は、当会ホームページに掲載しています。
https://hojinkai .zenkokuhojinkai .or. jp/taketa/

令和6年度  法人会の主な行事
　令和 6 年度も「めざします。企業の繁栄と社会への貢献」を活動目的に、各種大会への参加や税務研修会
の開催と言った研修事業をはじめ、地域イベントの助成や交通安全普及物品の寄贈などの社会貢献事業、税
に関する広報啓発活動などを積極的に実施しました。

9月2日㈪ 大分県青年の集い別府大会

9月27日㈮ 南九連通常総会

6月3日㈪ 青年部会会員会議 6月20日㈭ 女性部会会員会議

7月18日㈭ 事業研修委員会

9月26日㈭ 女性フォーラムin竹田

4月18日㈭ 全国女性フォーラム広島大会 6月13日㈭ 定時総会

10月28日㈪ 組織・厚生合同委員会 11月8日㈮ 全国青年の集い福井大会

10月11日㈮ 青年部会県南四地区合同税務研修会

10月26日㈯ 女性部会「食品ロス削減」広報活動

2 月 税 に 関 す る 絵 は がきコンクー ル 表 彰 式

10月3日㈭ 全国大会鹿児島大会

9月26日㈭ 女性フォーラムin竹田9月26日㈭ 大分県女性フォーラムin竹田

11月7日㈭ 南九州女性の集いin大分

12月2日㈪ 年末調整説明会 2月7日㈮ 南九州青年の集い鹿児島大会11月11日㈪ 税の広報車出発式 1月30日㈭ 青年部会新年税務研修会

法人会公式HP
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竹田法人会 電話　0974（64）0042
URL　https://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/taketa/



　法人会では、経営支援事業としてインターネットセミナーを配信し
ています。
　最新の経営情報の入手・管理職の教育・朝礼でのヒント集など豊富
なコンテンツが随時更新され、会員の方は無料でいつでも、どこで
も、気になるセミナーを自由に選んで受講できます。
※一般の方も約20タイトルのオープンコンテンツが受講可能です。
　忙しくて時間がない、わざわざ出かけずに会社や自宅などでセミ
ナーを受けたい、継続的に社員研修を行いたい、受講したいセミナー
が開催されていないとお考えの方々に最適です。
竹田法人会のホームページhttps://hojinkai.zenkokuhojinkai.or.jp/taketa/から検索できます。
ただし、会員専用コンテンツを受講するには会員ID・パスワードが必要となりますので、竹田法人会
事務局にお問い合わせください。☎0974-64-0042

インターネットセミナーをご利用ください
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【実践税務調査】
役員が従業員の結婚披露宴に出席する際の祝い金と旅費の取り扱い

税理士　牧野義博
販売費一般管理費について内容の検討を行っていたところ、常務取締役が従業員の結婚披露宴に出席した際の祝い金および旅費が福利
厚生費で処理されていました。当社では若手社員を多く採用しており、最近、結婚披露宴に役員がご招待を受けるケースが増えてきている
ようです。さっそく調査の内容を見ていきましょう。

当社の慶弔規定等を見せていただけませんか？
どうぞ。
従業員等の結婚に際して支出される結婚祝い金の規定を見ると、一般職の方と係長級以上の方とで支給額が異なりま
すね。
はい。何か問題でもありますか？
一般職の方は３万円で、いわゆる役職者は６万円となっています。金額の算定根拠はどうされましたか？
特に計算根拠はありませんが、役職者は会社への貢献度を考慮して決めています。慶弔規定で決めていれば問題な
いと聞かされているのですが。
税務上では、慶弔規定が定められているからといって、すべて福利厚生費として認められるわけではありません。仮に
慶弔規定がなくても、支給事由や金額が社会通念上相当と認められるものであれば、福利厚生費として扱ってよいとし
ています。
社会通念上相当と認められるものと言われても難しいですよね。
本来、使用者から金品を支給された場合には、使用人としての地位に基づいて支給されたと認められますので、原則は
給与課税されます。しかし、このようなことは慣習として広く行われていますので、一般に贈答されている程度のもの
には課税せず、支給を受ける人の社会的地位等を考えて、世間一般的な常識の範囲内であれば課税しないとしている
のです（所得税基本通達２８－５）。
よくわかりました。
今回の件は福利厚生費の範囲と認められます。ところで、常務取締役が従業員の結婚披露宴に出席した際に旅費を支
給していますが、往復で５万円かかっていますね。
従業員の実家が遠方なものですから、航空運賃が高くついてしまいました。
経理上はどう処理しましたか？
結婚祝い金と同様に福利厚生費としました。
この場合、税務上では常務取締役の給与となりますので、源泉所得税の課税漏れが発生しています。
しかし、結婚披露宴に招待されたのは、会社の常務取締役として出席するためであり、また、労使の信頼関係の発展
の意味から必要なものであると思います。
お考えはよくわかりますが、結婚は個人的な慶事に当たりますので、常務取締役が結婚披露宴に招待されるということ
は、個人の資格で参加されることになります。
わかりました。給与として源泉所得税の納付手続きを行います。これが得意先の結婚披露宴であった場合はどうなる
のですか？
社外の者の慶弔等に際して支出する金品の費用は交際費となります。ただし、ここからは事実認定となりますが、会社
の役員や従業員との個人的な関係に基づくことが判明した場合には、給与課税が発生することになります。

【筆者紹介】 牧野義博（まきの・よしひろ）
東京国税局調査部において特別国税調査官、統括国税調査官、調査開発課長等を経て八王子税務署長を最後に退官。東京都新宿
区で税理士登録。著書には『ザ・税務調査１～３』『税務トラブルと債務の確定』（大蔵財務協会）ほか専門誌等に執筆。ＨＰは「牧野義
博税理士事務所」で検索。全国各地で講演会も行っている。
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